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保険・年金・税金

H P

（６）２ ７ １

ご
利
用
く
だ
さ
い
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

　

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ

て
、
ご
自
身
の
年
金
加
入
記

録
等
を
い
つ
で
も
確
認
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

ね

ん

き

ん

ネ

ッ

ト

で 

で

き

る

こ

と

▽
ご
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
年

金
加
入
記
録
を
確
認
で

き
ま
す
。

▽
将
来
の
年
金
額
が
試
算

で
き
ま
す
。「
年
金
を

受
け
取
り
な
が
ら
働
き

続
け
た
場
合
の
年
金
額

は
？
」、「
こ
の
ま
ま
働
き

続
け
た
場
合
、
何
歳
か

ら
、
ど
の
程
度
の
年
金
を

受
け
取
れ
る
の
？
」
な

ど
、
ご
自
身
の
人
生
設
計

や
条
件
に
応
じ
て
将
来

の
年
金
額
を
試
算
で
き

ま
す
。

▽
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付

さ
れ
る
「
ね
ん
き
ん
定
期

便
」
や
「
年
金
の
支
払
い

に
関
す
る
通
知
書
」
が
確

認
で
き
ま
す
。
毎
年
誕
生

月
に
送
付
さ
れ
る
「
ね
ん

き
ん
定
期
便
」
や
、「
年

金
振
込
通
知
書
」、「
年
金

決
定
通
知
書
・
支
給
額
変

更
通
知
書
」
等
の
受
給
者

通
知
の
内
容
を
確
認
で

き
ま
す
。
必
要
に
応
じ

て
、
パ
ソ
コ
ン
に
保
存
・

印
刷
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

利

用

す

る

に

は

　

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を
利
用

す
る
に
は
、
日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
利
用
登

録
（
ユ
ー
ザ
Ｉ
Ｄ
の
取
得
）

が
必
要
で
す
。

▽
利
用
登
録
に
は
基
礎
年
金

番
号
（
年
金
手
帳
や
年
金

証
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
10
桁
の
番
号
）、
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
等
が
必
要

で
す
。

▽
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
に

記
載
の
ア
ク
セ
ス
キ
ー

（
17
桁
の
番
号
、「
ね
ん
き

ん
定
期
便
」
が
届
い
て
か

ら
３
か
月
間
有
効
）
を

使
っ
て
、
簡
単
に
利
用
登

録
が
で
き
ま
す
。

詳
細
・
問
い
合
わ
せ

▽
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ

ー

ジ　

h
t
t
p
s
:
/
/

w
w
w
.
n
e
n
k
i
n
.

g
o
.
j
p
/

参
照

▽
ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね

ん
き
ん
ネ
ッ
ト
等
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・

058
・
555
（
050
で
始
ま
る 

電
話
か
ら
は
☎
03
・
６
７ 

０
０
・
１
１
４
４
）

※
月
～
金
曜
日
の
午
前
９
時

～
午
後
７
時
、
第
２
土
曜

日
の
午
前
９
時
～
午
後

５
時

※
第
２
土
曜
日
を
除
く
土
曜

日
、
日
曜
日
、
祝
・
休
日
、

12
月
29
日
～
１
月
３
日

を
除
く

令
和
２
年
度
分
の
国
民
年
金
保
険
料
の 

免
除
・
納
付
猶
予
申
請
の
手
続
き
は
７
月
か
ら

　

令
和
元
年
度
分
の
国
民
年
金

保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
を

承
認
さ
れ
て
い
る
方
の
承
認
期

間
は
令
和
２
年
６
月
ま
で
で

す
。

　

２
年
７
月
以
降
も
保
険
料
の

免
除
・
納
付
猶
予
を
希
望
す
る

方
、
新
た
に
希
望
す
る
方
は
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
記
事
ID

…
５
１
０
）
を
参
照

◆ 

継
続
申
請
を
希
望
し
た
方

　

２
年
６
月
ま
で
（
令
和
元
年

度
分
）
全
額
免
除
・
納
付
猶
予

を
承
認
さ
れ
て
い
て
、
申
請
時

に
翌
年
度
以
降
の
「
継
続
申
請
」

を
希
望
し
た
方
は
、
申
請
を
し

な
く
て
も
自
動
的
に
審
査
し
、

結
果
が
日
本
年
金
機
構
か
ら
７

月
末
以
降
、
順
次
送
付
さ
れ
る

予
定
で
す
。

※ 

希
望
し
た
方
で
も
失
業
等

の
理
由
で
承
認
さ
れ
た
方 

や
４
分
の
３
免
除
、
半
額

免
除
お
よ
び
４
分
の
１
免 

除
が
承
認
さ
れ
て
い
る
方 

は
申
請
が
必
要
で
す
。

①
免
除
制
度

　

本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯

主
そ
れ
ぞ
れ
の
審
査
対
象
と
な

る
所
得
（
表
１
参
照
）
が
一
定

額
以
下
（
表
２
参
照
）
で
あ
れ

ば
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
、
承

認
さ
れ
る
と
全
額
免
除
や
一
部

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

一
部
免
除
は
、
４
分
の
３
免

除
、
半
額
免
除
お
よ
び
４
分
の

１
免
除
が
あ
り
ま
す
。

受 

給
資
格
期
間　

老
齢
・
障
害
・

遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。

年 

金
額
の
計
算　

定
め
ら
れ
た

率
で
減
額
さ
れ
た
金
額
が
計

算
さ
れ
ま
す
。

② 

納
付
猶
予
制
度

　

50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
、

配
偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
審
査
対
象

と
な
る
所
得
（
表
１
参
照
）
が

一
定
額
以
下
（
表
２
参
照
）
で

あ
れ
ば
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
、
承
認
さ
れ
る
と
納
付
猶
予

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受 

給
資
格
期
間　

老
齢
・
障
害
・

遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。

年 

金
額
の
計
算　

老
齢
基
礎

年
金
額
に
計
算
さ
れ
ま
せ 

ん
。

◆ 

特
例
免
除
制
度

① 

失
業
（
退
職
）
を
理
由
と
す

る
特
例

　

失
業
日
（
退
職
日
の
翌
日
）

を
含
む
月
の
前
月
分
か
ら
翌
々

年
の
６
月
分
ま
で
に
限
り
、
退

職
者
本
人
の
所
得
を
除
外
し
て

審
査
し
ま
す
。
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
、
離
職
票
等
の
公
的

機
関
の
証
明
書
（
写
し
）
が
必

要
で
す
。

②
天
災
を
理
由
と
す
る
特
例

　

住
宅
、
家
財
そ
の
他
の
財
産

に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
２
分
の

１
以
上
の
損
害
を
受
け
た
方
が

対
象
で
す
。
災
害
が
発
生
し
た

日
の
属
す
る
月
の
前
月
分
か
ら

翌
々
年
の
６
月
分
ま
で
が
対
象

と
な
り
ま
す
。
り
災
証
明
書
等

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆
臨
時
特
例
措
置

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
る
所
得
見
込
み

額
で
申
請
が
で
き
ま
す
。
詳
細

は
、
保
険
年
金
課
年
金
係
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆ 

申
請
に
必
要
な
も
の

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基
礎

年
金
番
号
が
確
認
で
き
る
も

の
、
認
め
印
（
本
人
が
署
名
す

る
場
合
は
不
要
）、
本
人
確
認

書
類
（
運
転
免
許
証
等
）、
配

偶
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認

で
き
る
も
の
（
本
人
と
配
偶
者

の
世
帯
が
別
の
場
合
）、
特
例

免
除
制
度
を
利
用
す
る
場
合
の

添
付
書
類

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

　

 

青
梅
年
金
事
務
所
☎
30
・

３
４
１
０
、
市
保
険
年
金
課

国
民
年
金
係（
市
役
所
１
階
）

※
郵
送
可

表１

表２

■
納
税
通
知
書
を

７
月
初
旬
に
送
付
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に

加
入
し
て
い
る
世
帯
の
世
帯
主

へ
、
令
和
２
年
度
国
民
健
康
保

険
税
納
税
通
知
書
を
７
月
初
旬

に
送
付
し
ま
す
。

■
令
和
２
年
度
の 

国
民
健
康
保
険
税

　

２
年
度
の
税
率
等
は
表
１
の

と
お
り
で
す
。

　

国
保
事
業
の
安
定
的
な
運
営

を
図
る
た
め
、
納
税
通
知
書
の

納
期
限
を
確
認
の
う
え
、
国
民

健
康
保
険
税
（
保
険
税
）
の
期

限
内
の
納
付
に
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
で

き
ま
す
。

■
均
等
割
額
の
軽
減

　

平
成
31
年
、
令
和
元
年
の
所

得
が
一
定
額
以
下
の
世
帯
を
対

象
に
、
保
険
税
の
一
部
（
被
保

険
者
均
等
割
額
）
を
減
額
す
る

制
度
で
す
。（
表
２
参
照
）

　

世
帯
主
（
国
保
加
入
者
で
な

い
世
帯
主
も
含
む
）
お
よ
び
国

保
の
加
入
者
全
員
が
住
民
税
の 

所
得
申
告
を
済
ま
せ
て
い
る
世

帯
に
限
ら
れ
ま
す
の
で
、
所
得

が
な
い
方
（
被
扶
養
者
と
し
て

申
告
さ
れ
て
い
る
方
を
除
く
）

も
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
軽
減
を
受
け
る
た
め

に
申
請
な
ど
の
手
続
き
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。
軽
減
割
合
は
所

得
に
応
じ
て
、
７
割
・
５
割
・

２
割
と
な
り
ま
す
。

■
非
自
発
的
失
業
者
の

保
険
税
の
軽
減
制
度

対 

象　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
し
失
業
等
給
付
を
受
け
る 

方
① 

離
職
日
が
平
成
21
年
３
月
31

日
以
降
で
あ
る
方

② 

離
職
日
に
65
歳
未
満
の
方

③ 

「
雇
用
保
険
受
給
者
証
」
に

記
載
さ
れ
る
離
職
理
由
が
次 

の
い
ず
れ
か
の
方

▽ 

特
定
受
給
資
格
者
（
倒
産
・

解
雇
な
ど
の
事
業
主
の
都
合 

に
よ
り
離
職
し
た
方
）【
離

職
理
由
コ
ー
ド
…
11
、
12
、

21
、
22
、
31
、
32
】

▽ 

特
定
理
由
離
職
者
（
雇
用
期

間
満
了
な
ど
に
よ
り
離
職
し 

た
方
）【
離
職
理
由
コ
ー
ド

…
23
、
33
、
34
】

軽 

減
額　

前
年
の
給
与
所
得
を

100
分
の
30
と
み
な
す

軽 

減
期
間　

離
職
日
の
翌
日
～

翌
年
度
末

※ 

雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を

受
け
る
期
間
と
は
異
な
り
ま 

す
。

※ 

国
保
加
入
中
は
軽
減
期
間
中

に
就
職
し
て
も
引
き
続
き
対

象
と
な
り
ま
す
が
、
他
の
健

康
保
険
に
加
入
す
る
等
、
国

保
を
脱
退
す
る
と
終
了
し
ま

す
。

※ 

資
格
喪
失
後
、
再
び
国
保
に

加
入
し
た
方
は
、
軽
減
期
間

内
で
あ
れ
ば
再
度
対
象
と 

な
り
ま
す
の
で
手
続
き
を
し 

て
く
だ
さ
い
。

手 

続
き
方
法　

雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
、
保
険
証
、
世
帯

主
の
認
め
印
、
個
人
番
号
が

分
か
る
も
の
を
お
持
ち
の
う 

え
、
保
険
年
金
課
（
市
役
所

１
階
）へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
保
険
税
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
で

　

口
座
振
替
は
、
自
動
的
に
納

税
が
で
き
、
納
め
忘
れ
が
な
く

便
利
で
す
。
希
望
す
る
方
は
、

口
座
名
義
人
の
預
貯
金
通
帳
、

通
帳
の
届
け
出
印
、
納
税
通
知

書
を
お
持
ち
の
う
え
、
市
内
の

取
り
扱
い
金
融
機
関
ま
た
は
収

納
課
（
市
役
所
１
階
）
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
外
の
取
り
扱
い
金
融
機
関

に
申
し
込
む
場
合
は
、
あ
ら
か

じ
め
収
納
課
で
口
座
振
替
依
頼

書
を
受
け
取
り
、
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

■
保
険
税
を
滞
納
す
る
と

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が

な
い
場
合
は
督
促
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
納
期
限
か
ら
一
定

の
期
間
が
経
過
す
る
と
、
延
滞

金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で

も
納
付
が
な
い
場
合
、
通
常
の

保
険
証
の
代
わ
り
に
、
有
効
期

限
の
短
い「
短
期
被
保
険
者
証
」

や
医
療
費
が
全
額
自
己
負
担
に

な
る「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」

が
交
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
財
産
の
差
し
押
さ

え
な
ど
、
滞
納
処
分
を
受
け
る

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

世帯全体の所得
が３３万円以下

世帯全体の所得が３３万円＋〈（国

保加入者数＋特定同一世帯所属者

数）×２８万５千円〉以下

世帯全体の所得が３３万円＋〈（国

保加入者数＋特定同一世帯所属者

数）×５２万円〉以下
※�特定同一世帯所属者数…国保に加入していた方が７５歳になり、後期高齢者医療制度に移行したあ
とも７５歳未満の方で引き続き国保加入者がいる世帯の場合は移行した後期高齢者医療制度加入
者数をいいます。

表２　令和２年度軽減対象世帯

区分 医療分 支援金分 介護分

所得割率 ５.８０％ １.８５％ １.６５％

被保険者均等割額 ２９,９００円 １０,２００円 １０,５００円

課税限度額 ６３０,０００円 １９０,０００円 １７０,０００円

表１　令和２年度の税率等

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
納
付
が
困
難
な
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い

　

保
険
税
の
納
付
が
困
難
に

な
っ
た
場
合
は
必
ず
収
納
課
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
災

害
や
そ
の
他
特
別
な
事
情
に
よ

り
納
付
が
著
し
く
困
難
な
場
合

は
、
減
免
対
象
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
保
険
年

金
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
保
険

税
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
記
事
ID
…

１
９
３
８
７
）
を
ご
確
認
い
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。
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皆
さ
ん
の
保
険
税
で
す

年度
免除・納付猶予を

受けたい期間

審査対象 

となる所得

令和２ ２年７月～３年６月 平成３１年、令和元年

※�申請時点から２年１か月前までの期間（すでに保険料が納付
済みの月を除く）について申請できます。

免除等の

種類

所得の目安
一部納付額
（月額）単身

２人
世帯※

４人
世帯※

全額免除・納
付猶予

５７万円 ９２万円 １６２万円 －

４分の３
免除

９３万円 １４２万円 ２３０万円 ４,１４０円 

半額免除 １４１万円 １９５万円 ２８２万円 ８,２７０円

４分の１
免除

１８９万円 ２４７万円 ３３５万円 １２,４１０円 

※２人世帯は、夫婦のみで、夫婦のいずれかに所得がある場合
※�４人世帯は、夫婦と子２人の場合で、夫婦のいずれかに所得があ
り、子は１６歳未満の場合


